
№ 区分 質問 判定 回答

1 基準日とはいつのことで、どういう意味があるのですか？
基準日とは、所有権保存登記または所有権移転登記を完了した日のことで
す。補助対象となる方や建物の要件、申請期限の起算日となるほか、年齢
及び義務教育終了前の子供の有無等を判定をする日となります。

2 多世代同居とは、どのようなことですか？

基準日時点で同一世帯に義務教育終了前の子供がある者または満40歳未
満である者が、親と同一の住居に居住することです。
ただし、子が居住する住宅と親が居住する住宅（賃貸住宅は除く。）とのそれ
ぞれの住宅の敷地の最短直線距離が100m以内にある場合も多世代同居と
してみなします。

3 対象となる経費には、なにが含まれますか？
住宅の新築又は購入に係る費用で、土地の取得・外構工事・付帯設備等や
登記に係る費用は含みません。

4
現在市内のアパートに住んでいます。住宅を新たに取得し、
親と同居する場合、補助金を受けられますか？

△
同一世帯に義務教育終了前の子供がいる、または、40歳未満である方は、
補助金の対象となります。

5
現在市内のアパートに配偶者と子どもと3人で住んでいま
す。新たに住宅を取得し、祖父母と同居する予定ですが、対
象となりますか？

〇 父母ではなく祖父母との同居も対象となります。

6
新たに取得する住宅の敷地が親の住宅の敷地から直線距
離で90mですが、川を挟んでおり、実移動距離は200m程あり
ます。多世代同居としてみなされますか？

〇 最短直線距離で100m以内のため、多世代同居としてみなします。

7
親が介護施設等に入所しています。補助金を受けることはで
きますか？

×
本事業は、現に多世代同居を行っている方を対象としているため、質問の内
容では対象となりません。

8
市内に住宅を取得し、叔父（伯父）・叔母（伯母）と同居する
予定です。補助金を受けることはできますか？

×
補助対象者またはその配偶者の直系尊属と同居する必要がありますので、
対象となりません。

9
市内在住の親の住宅を建て替えて、親と一緒に住みます
が、補助金を受けられますか？

△

建て替える住宅の名義が、補助対象者（同一世帯に義務教育終了前の子供
がいる者または40歳未満の者）とその配偶者の持分合計が1/2以上である
必要があります。
（親の持分が１／２を超える場合は、補助対象外になります。）

10
夫婦ともに40歳を超えていますが、子供がいます。住宅を取
得し親と同居する場合、対象となりますか？

△
夫婦ともに40歳を超えている場合でも、同一世帯に義務教育終了前の子供
がいる場合は対象となります。

11
私達夫婦には子供がいません。自分（夫）の年齢は40歳を超
えており、妻の年齢が40歳未満です。住宅を取得し親と同居
する場合、対象となりますか？

〇
夫婦の場合は、どちらか一方が基準日時点において40歳未満であれば、対
象となります。

12
現在妊娠中ですが、義務教育終了前の子供として扱います
か？

△ 基準日までに出産された場合は、義務教育終了前の子供として扱います。

13
子供がまもなく高校生になりますが、義務教育終了前の子
供として扱いますか？

△ 基準日現在で中学生の場合は、義務教育終了前の子供として扱います。

14
子供が学校の寮などに入居しており住所の異動ができない
場合、義務教育終了前の子供として扱いますか？

× 住民票の異動がない場合は、補助金の対象となりません。

15 対象となる住宅について 別荘は対象となりますか？ × 居住とならないため、対象となりません。
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16
併用住宅（事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる
住宅）は対象となりますか？

△
併用住宅の場合、居住部分の延べ床面積が５０㎡以上で、玄関や居室、浴
室、便所、台所その他居住に必要な機能を備えるものについては対象となり
ます。

17 中古住宅は対象となりますか？ ○ 対象となります。

18 建売住宅は対象となりますか？ ○ 対象となります。

19
市内の住宅をリフォームし、親と同居予定です。対象となりま
すか？

× リフォームは対象となりません。

20
親と同居するために一戸建ての住宅を賃借予定です。対象
となりますか？

× アパートを含め、賃借は対象となりません。

21
新築されてから2年以上経過している建売住宅を取得します
が、新築住宅として補助対象となりますか？

×
本事業では、検査済証の発行日から2年以上経過している住宅は中古とな
るため、中古住宅として補助対象となります。

22
共有名義の住宅は対象となりますか？また、誰が申請者と
なるのですか？

○
共有者の内、補助対象者とその配偶者の持分の合計が２分の１以上ある場
合に限り対象となります。
共有者で代表者を選定し申請してください。

23
住宅用地を5年前に取得しており、今回その土地に住宅を新
築するのですが、対象となりますか？

○ 土地の取得に関する要件はありませんので、対象になります。

24
市内在住の親が、親名義で住宅を取得し、子と同居します
が、対象となりますか？

× 子の名義で住宅を取得しないと対象になりません。

25
補助金の交付を受けた後、都合により市外へ転出すること
になりました。このような場合はどのようになるのでしょう
か？

この補助金は多世代同居による定住促進を目的としています。この場合は
目的と異なることになりますので、補助金を返還していただくことになります。
ただし、単身赴任や修学等で世帯構成員の一部の方のみが転出する場合
等は返還の必要はありませんので、ご相談願います。

26
補助金の交付を受けた後、親が亡くなりました。補助金を返
還する必要はありますか？

補助金の交付後に世帯の一部が亡くなった場合等は返還の必要はありませ
んので、ご相談願います。

27
仕事の都合で単身赴任の予定があります。5年以上定住す
ることが要件にありますが、補助金を返還しなければなりま
せんか？

単身赴任に伴う市外への転出は、補助金の返還は必要ありません。子ども
が就職・進学などにより転出する場合も同様です。

28 申請期限はいつですか？
新築住宅は基準日から６カ月以内、中古住宅は基準日から１年以内に申請
をする必要があります。
なお、予算がなくなり次第、受付を終了します。

29 先着順ですか？
先着順で受け付けとなり、予算の範囲内で補助金を交付しますので、年度の
途中で終了する場合があります。

30 住宅ローン減税の適用について

本制度による補助金は、住宅の取得等に対して交付されるものですから、住
宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の適用を受ける場合、当補助金額
を住宅取得対価の額から差し引く必要があります。
［問い合わせ先：喜多方税務署  0241-24-5050］

31 他の補助金を受けていても申請できますか？ △

原則として、以下の補助金を除き、他の補助金との併用を可能としていま
す。
×併用不可のもの
　　喜多方市移住者住宅取得支援事業補助金

※ただし、他の補助金の規定により、併用を不可としている場合があります
ので、詳しくは当該補助金の担当機関にご確認ください。

32 この補助制度はいつまで続きますか？
次年度については、補助制度の内容変更や廃止もあり得ますので、継続は
未定です。

申請手続きについて

その他

対象となる住宅について

補助金交付後について


